
参考資料１ 
 

信書便事業の種類 

 
 
 

信書便事業とは、信書（書状、請求書類等）を送達する事業のことです。 

信書便事業の種類は、大きく分けて次の 2種類です。 

 

１ 「一般信書便事業」：全国全面参入型（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽの提供） 

２ 「特定信書便事業」：３つの役務の選択肢がある特定サービス型  

（３つの特定信書便役務） 
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